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 理由の提示について定めている代表的な

法律としては、行政手続法がある。行政手続

法第８条では申請に対する拒否処分、第１４

条では不利益処分を行う際に、理由の提示を

すべき旨を規定している。不利益処分では処

分を行う前の事前手続として聴聞・弁明の手

続があるが、その後に処分を行う際には理由

の提示は必要である。理由の提示は処分と同

時に書面で行わなければならないが、差し迫

った必要がある場合には、まずは口頭で理由

を提示し、処分後相当の期間内に書面で理由

を提示することとなる。 

 理由の提示は、現在の行政法学会での大き

なテーマの一つとなっている。以前は行政行

為論や行政行為の種別が議論されたが、現在

は行政行為の前段階である審査基準等の行

政基準や理由の提示の在り方について取り

上げられることが多くなっている。 

 「申請に対する拒否処分」であれば、聴聞・

弁明の手続はなく、それを正当化するのは理

由の提示だけである。一方、「不利益処分」

は聴聞・弁明の手続があり、処分の相手方に

主張をさせ、判断するので、手続的保護は少

し手厚い。行政手続法の制定の段階では申請

に対する拒否処分についても聴聞・弁明のよ

うな事前手続が必要ではないかという議論

があったが、とてもやりきれないという立法

政策論があったようである。ヨーロッパ諸国

でも申請に対する拒否処分に際しての理由

の提示や不利益処分における聴聞等のよう

なものが導入されている。国際的水準で言え

ば、日本の行政手続法も一般的な水準にある

のではないか。 
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平成２９年７月２０日に開催された政策法務務委員会において、鈴木庸夫教授（明治学院大学法学部）

をお招きして、『手続的な正義～理由の提示を中心に』と題して、講義を行っていただきました。今回

は、本講義の概要（千葉県総務部政策法務課において、適宜、要約したもの）についてご紹介します。 

 １ はじめに 

mailto:houmu35@mz.pref.chiba.lg.jp
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/index.html
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 なぜ理由の提示が必要なのかというと、判

例の到達点としては、 

 

 ① 「行政庁が恣意的に処分を行うことを

抑制する機能」（恣意抑制機能） 

 ② 「処分の相手方に対して不服申立ての

便宜を与える機能」（不服申立便宜機能） 

 

の二つを満たさないと、行政処分に際しての

理由の提示としては不十分であるとしてい

るようである。 

①  法律による行政の原理 

 端的に言うと法治主義、法律による行政の

原理である。理由の提示が有する「恣意抑制

機能」と「不服申立便宜機能」は、処分の根

拠法の公正さを追求したものであると言え

る。 

 ② 理由付記の手続的公正さ 

 強調したいのはこちらである。理由の提示

は、「透明性の確保」をすることである。塩

野宏東京大学名誉教授は、相手方に対する

「説得機能」とも言っている。また、裁判例

では「決定過程の公開機能」が強調されてお

り、決定過程を検証できなければならないと

している。 

 そうすると、例えば、理由付記の欄を枠で

囲んでしまったら、処分の決定過程を書きき

れないこともあろう。そのような場合には、 

別紙に記載する必要があると考える。 

 

 

 ⑴ 行政手続法前（平成５年以前） 

  ア 処分の形式的瑕疵理論＝田中二郎

ほか８０年代までの学説判例 

 理由の不備は「処分の形式的瑕疵」と言わ

れていた。例えば、署名押印がないことは書

類の形式的不備とされ、そのことが取消原因

か無効原因になるかについて議論されてき

た。 

 

  イ 特典としての「理由付記」制度 

 理由の付記は、税法の分野から発達した。

所得税法第１５５条第２項では、更正処分を

する際には、理由の付記が必要とされている。 

 青色申告承認取消処分についての審査請

求を棄却した事件で、理由付記が不十分であ

ったケースについて、最高裁は、審査決定通

知書への理由付記を法が要求しているのは、

恣意抑制、結論への過程を明らかにすること

を要求したものとし、なぜその帳簿が認めら

れないかということを示さなればならない

とした。帳簿そのものを認めないような「帳

簿否認」の場合には、白色申告になってしま

うため、具体的な根拠として理由の提示が必

要であるとしている（最判昭和３７年１２月

２６日）。一方、白色申告の更正処分では、

理由の付記は不要とされていた。 

 さらにその後の判例（最判昭和３８年５月

３１日）は、「帳簿否認」の場合には、帳簿

の記載以上の信憑力のある資料を提示して

処分の具体的根拠を明らかにする必要があ

るとしている。 

 一方、【Ⅰ事件】最判昭和６０年４月２３

日は、「評価否認」の場合には、帳簿上のあ

る評価項目についての争いなので、帳簿否認

ほど理由付記は厳格ではないとしている。こ

 

 

 ２ 理由の提示の意義 

 

３ 理由の提示の根拠 

 

４ 理由付記に関する判例法理及び
立法の変遷 
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の判例からは、税関係における理由付記につ

いては、処分の判断過程を検証できる程度ま

で記載する必要があると読み取れる。 

 

 ウ 旅券法事件 

旅券法第１４条では、一般旅券の発給をし

ない場合には、理由付記が必要とされている。

この発給拒否処分の理由付記の程度につい

て、最判昭和６０年１月２２日は、いかなる

事実関係に基づきいかなる法規を適用して

拒否されたかを、その記載自体から了知し得

るものでなければならないとした。 

 

 ⑵ 行政手続法の成立（平成６年１０月施行）

以降 

 行政手続法成立前は、理由の提示を必要と

する個別の根拠法がなければ、理由を提示す

る必要はなかった。同法成立以降は、申請に

対する拒否処分と不利益処分については、理

由の提示が必要となった。 

 保険医登録取消処分（東京高判平成１７年

９月１５日）、風営法上の営業許可取消処分

（盛岡地判平成１８年４月２４日）では、不

利益処分の理由の提示について根拠条文を

示すのみでは違法とされた。 

 また、【Ⅱ事件】一級建築士免許取消等取

消請求事件（最判平成２３年６月７日）では、

理由の提示として、「処分の原因となる事実」、

「処分の根拠法」及び「処分基準の適用関係」

を示さなければならないとされた。 

 「処分基準の適用関係」を示さないとする

と、例えば、建築確認において構造基準を満

たしていない場合、それが壊さなくてはなら

ない程の違反なのか、それとも若干の手直し

で足りる程度の違反であるかということを

把握できず、なぜそのような程度の処分に至

ったかを了知することができない。そのため、

不服申立てをしようにも反論することがで

きない。 

 なお、行政手続法では、処分基準を定めて

公にしておくよう努めなければならないと

している。処分基準は努力義務であり、定め

なくてもいいのだから、処分基準の適用を理

由の提示として記載する必要があるかとい

う議論がある。【Ⅱ事件】では、田原裁判官

が補足意見において、努力義務であるとはい

え、処分基準を定めて、それを適用した以上

は、理由の提示の際にその適用関係を明らか

にする必要があるとしている。 

 

 ⑶ 国税通則法改正（平成２３年１２月公布）

以降 

 白色申告更正処分を取り消す際にも理由

付記が必要になり、その結果、国税通則法で

は、一部の例外を除いて、理由付記が必要と

なった。 

 

 ⑷ 判例理論の到達点 

 【Ⅲ事件】大阪高判平成２５年１月１８日

では、収益事業と公益事業の区分整理につい

て争われたが、【Ⅰ事件】を引用し、「処分

行政庁の判断過程を省略することなしに記

載したもの」かどうかに着目している。 

 学説では「判断過程検証論」と言われ、理

由の提示は判断過程を検証できることが要

件となっている。行政側のコストがかかりす

ぎるという批判もあるが、理由の提示の瑕疵

は、明らかな取消原因になるといえる。 

 また、理由の提示については、裁判所の判

決のように、事実関係を確定し、関係条文を

解釈し、それを事実に当てはめる、という形

で、第三者でも行政庁の判断過程を了知でき

る程度が求められる。 
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 処分書に記載される理由の提示について

のイメージは、下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理由の提示についての判例理論はここ数

年で発展してきた。本日紹介した判例の到達

点を踏まえ、実務に当たられたい。 

 また、（【Ⅱ事件】において、努力義務規

定である処分基準が問題になったため）なぜ

法律や条例に規範的な責務規定や努力義務

規定が置かれているのか、考えなければなら

なくなってきた。単独で違反の根拠として考

えるのは難しいだろうが、それらが処分行為

などに関係する場合は違反性が問われるか

もしれない。努力義務や責務規定であっても、

法的拘束力がないと割り切ってはならない。

裁量行使の際の要考慮要素になる可能性が

ある。個々の法律や条例は統一的な「法の趣

旨」、「法の精神」を体現するものである。

その際、努力義務規定や責務規定も当然無意

味ではないはずである。その意味をかみしめ

てもらいたいと思う。 

 

 

 

 

 

Ⅰ事件 
 最判昭和６０年４月２３日 

 （法人税更正処分取消請求事件） 

 帳簿書類の記載自体を否認することなしに更

正処分をする場合において、その根拠について帳

簿記載以上に信憑力のある資料を適示するもの

でないとしても、処分庁の判断過程を省略するこ

となしに更正理由を記載したものであり、更正に

おける自己の判断過程を逐一検証することがで

きる程度ものとなっていれば、恣意抑制及び不服

申立の便宜という趣旨目的を損なうことはない

というべきであり、更正の理由付記として欠ける

ところはないとされた事例 

 

 

Ⅱ事件 
 最判平成２３年６月７日 

 （一級建築士免許取消等取消請求事件） 

 建築士に対する懲戒処分に際して、処分の理由

として、処分の原因となる事実及び処分の根拠法

条が示されているのみで、処分基準の適用関係が

全く示されていない場合は、理由提示の要件を欠

き取消しを免れないとされた事例 

 

 

Ⅲ事件 
 大阪高判平成２５年１月１８日 

 （法人税更正処分取消請求事件） 

 法人税青色申告にかかる更正処分通知書に付

された理由に、処分庁が当該事業を公益事業では

なく収益事業の収入に該当すると判断した過程

についての記載が一切なく、その判断過程を検証

することができないため、理由付記に不備がある

として違法とされた事例 

 

理由付記のイメージ 

 悪い例＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜良い例 

 悪い 

★ 

根拠条項

のみ提示 

良くない 

★★★ 

事実関係と根拠条

項を提示（→ 相手

方がなぜそのよう

な処分をされるか

了知できない） 

良い 

★★★★★ 

事実関係と根拠条項

に加えて審査基準あ

るいは処分基準の適

用関係を示すなど、

相手方がなぜそのよ

うな処分をされるか

了知できる程度の理

由を提示 

出典：『ケーススタディ 図解 自治体政策法務』 

   （ぎょうせい、２０１６年）を一部加工 

 ５ おわりに 

 

講義で紹介された主な事件 

【要旨】 

 


